
業 務 仕 様 書  

1  業務名称  

   令和７年度から令和 10年度における大阪急性期・総合医療センターの磁気共鳴診断装置

保守点検業務 

  

2  履行場所     

大阪市住吉区万代東三丁目１番 56 号  

    大阪急性期・総合医療センター サテライト MRI 室 

     

3  履行期間  

    令和７年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで  

  

4 対象機種  

     ・フィリップス 製超電導磁気共鳴診断装置 １台： Initial Ingenia 1.5T HP  

     シリアル番号：70824 装置番号：67286340 

   ・パッケージエアコン ４台： 検査室「SZYM80CB」 

ＣＰＵ室「SZYA112CB」、「SZYA80CB」 

前室「S28STEV-W」 

5   実施内容  

(1) 定期保守点検  

受託者は、１年度に２回の保守点検を行う。 

実施日は大阪急性期・総合医療センター（以下「センター」という。）と協議の上決

定する。 

作業時間 平日 ９：00～17：30 

 

(2) 緊急点検修理  

受託者は、センターより要請が有れば、技術員を派遣し修理対応する。 

修理に係る金額（出張費含む）は、契約代金に含まれる。 

電話対応及び修理対応は、24 時間 365 日  



 

(3) 交換部品  

消耗品（液体ヘリウム、クッション、膝あて、パッド、磁気媒体、PET 用キャリブレ

ーション線源、フィルム）以外の交換部品は、すべて無償とする。 

点検用作業費（出張費含む） 

既存機能に対する技術変更（機器の信頼性向上及び動作を改善する為の技術変更） 

テクニカルフォンサポート 

テクニカルリモートサービス 

チラーサポート（冷水装置） 

マグネットメンテナンス（冷凍機メンテナンス費、コンプレッサーメンテナンス費、

マグネット定期確認費、マグネットリスクシェア） 

オンサイトアプリケーションサポート及びリモートアプリケーションサポート  

（月～金・8:00～20:00、土・8:00～18:00、但し祝日及び年末年始休暇を除く） 

 

6 報告業務 

受託者は、定期保守点検及び緊急点検修理を実施した時は、完了後速やかにセンター

に対し報告書を提出し、センターの検査を受ける。  

  

 7 その他  

(1) 受託者の技術者以外による改造、または修理器に起因する損傷の修復は本契約の対象

外とする。  

(2) 天災等の不可抗力に起因する損傷の本契約の対象外とする。  

(3) 対象機器の取扱説明書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用

方法に起因した不具合が生じた場合は、本契約の対象外とする。 

(4) 有償対応が必要な事案に対しては、その都度協議とする。 

(5) 各機器のリモートメンテナンスは禁止とする。ただし、センターの情報企画室と協議

し、許可を得た場合はこの限りではない。 

(6) その他業務仕様書にない事項に関しては、別途協議するものとする。 


